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第１章 計画の策定にあたって 

（１）計画の背景  

１）障がい者と共に歩む今金町のまちづくり 

我が国では、平成１７年の国勢調査で人口のピークを迎えて以降、人口減少・高齢化

が急激に進行しつつあり、特に地方部においては、人口減少に伴う労働力不足、地域コ

ミュニティの衰退が課題となっています。 

この計画を含めた、各種福祉施策は、こうした全国的課題として、将来のさらなる人

口減少を見据えつつ、ノーマライゼーションやインクルージョンといった、これからの

社会が到達すべき目標を掲げて、取り組んでいく方向性となっています。 

平成２３年８月に公布された「障害者総合支援法」の理念に基づき、「施設で暮らす」

から「地域で暮らす」への移行を進めていくため、その地域で障がい者だけでなく、高

齢者、児童、生活困窮者等を含む地域のあらゆる住民が役割を持ち支え合いながら活躍

できるコミュニティを育成し、公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことので

きる「地域共生社会」の実現に向け総合的かつ計画的な支援が求められています。 

今金町においても、将来にわたり、地域の活力を維持し、共に今金町で暮らしていけ

るよう、関係機関と連携しながら障がい者が地域の一員として、共に働き、共に暮らせ

るまちづくりを目指していきます。 

 

２）障がいの多様性について、皆で理解を深め、きめ細かなサービスを展開 

これまでの今金町の障がい者福祉の取り組みは、特に知的障がい者についての受け入

れ・対応に力を入れてきた歴史があり、そのことについては地域一体となった成果が根

付きつつあります。これまでの実績を踏まえ、今金町の誇れる強みとするべく、さらな

る磨き上げが必要とされます。 

また障がい者福祉全般としては、さらに今後、精神障がい者や、発達障がい者への対

応を含め、多岐にわたるサポート、ケアが必要となることから、障がい者福祉に携わる

従事者はもちろん、地域の方々にいっそうの理解を深めていただくことが求められます。 

障がいには様々な種類があること、また、障がいの程度に応じたケアの仕方、地域参

加の仕方があるということについて、理解を深めていくことが必要です。 
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第２章 計画の基本理念と基本目標 

 

①位置づけ 

本計画は、障害者基本法第 11 条第 3 項に基づき、作成され、障がい者の生活全般に

わたる施策を総合的に体系づけるものとします。 

 

②計画期間 

本計画の計画期間は、平成 30 年度～平成 35年度の 6 か年とします。 

 

③関連計画 

  

H 2 9 H 3 0 H 3 1 H 3 2 H 3 3 H 3 4 H 3 5

今 金 町 総 合 計 画
基 本 構 想 ・ 基 本 計 画

今 金 町 ま ち ・ ひ と ・
し ご と 創 生 総 合 戦 略

今 金 町 地 域 福 祉 計 画

今 金 町 介 護 保 険 事 業
計 画 ・ 高 齢 者 福 祉 計 画

今 金 町 障 が い 者 計 画

今 金 町 障 が い 福 祉 計 画

H 2 7～H 3 1

第7期 H 3 0～H 3 2

第5次 H 2 3～H 3 2

第3期 H 3 0～H 3 5

第5期 H 3 0～H 3 2

H 2 7～H 3 2

国 の 関 連 法 制 度

障害者基 本 法、 身 体 障 害 者 福 祉 法 、 知 的 障 害 者 福 祉 法 、 精 神 保 健 福
祉 法 、 発 達 障 害 者 支 援 法 、 バ リ ア フ リ ー 新 法 、 障 が い 者 虐 待 防 止 法 、
障 が い 者 雇 用 促 進 法 、障 害 者総合支 援 法、 他

北 海 道 の 関 連 法 制 度 ・ 関 連 計 画

北 海 道 障 が い 者 条 例
第 ２ 期 北 海 道 障 が い 者 基 本 計 画
第 ５ 期 北 海 道 障 が い 福 祉 計 画
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④計画の対象者 

本計画における「障がい者」は、障害者基本法第 2 条に定める障害者の定義に加え

て、「難病に起因する身体又は精神上の障害を有する」人であって、「継続的に生活上

の支障がある」人を含んだものとします。 

 

 【障害者基本法】第 2条 (一部抜粋) 

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

一  障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機

能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継

続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

 

 

⑤表記 

「障害」「障害者」という表記は古くからあったとされていますが、戦後の福祉施策

の展開の中で、保護すべき対象として区別するため「障害者」という表記が定着した

ものとなっています。その後、「害」という言葉に含まれる「わざわい」などの意味を

避けるため、表記をめぐる議論がなされましたが、明確な結論は出ていません。 

今金町では、法律・制度の名称、医学用語等で「障害」「障害者」が用いられている

ものを除き、「障がい」「障がい者」と表記します。 
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第３章 障がい者と共に歩む今金町の体制づくり 

 

（１）障がい者福祉関連の施設・サービス  

 今金町内における障がい者福祉関連の施設・サービスについて下図に示します。 

 

図．今金町内の障がい者福祉関連の施設・サービス 

介護給付

●居宅介護（ホームヘルプサービス）

●重度訪問介護

総合・各種相談窓口

サービス提供、
情報共有、連携体制

●精神障がい者回復支援クラブ
　　「ピュアサークル」　等

●障がい者雇用事業者連絡会

教育と就労支援の体制

●今金町商工会

●今金町総合福祉施設「としべつ」

●相談支援事業所ひかり

●北海道立今金高等養護学校

●今金町身体障害者福祉協会

●今金町社会福祉協議会

●今金町地域自立支援協議会

地域生活支援事業

●相談支援

●コミュニケーション支援（手話通訳等）

●日常生活用具給付・貸与

●移動支援

●地域活動支援センター

●行動援護

●生活介護

●療養介護

等

その他、任意事業

障がい福祉サービス

訓練等給付

等

●自立訓練

●就労移行支援

●就労継続支援

●共同生活援助（グループホーム）

その他

●社会福祉法人　光の里

●町内事業者

●職親会

 

 

※平成 26 年 4 月から、共同生活介護（ケアホーム）を共同生活援助（グループホーム）

へ一元化しました。 
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■参考：厚生労働省資料「主な自立支援給付と地域生活支援事業」（H25.4） 

 

 

 

 



第３章 障がい者と共に歩む今金町の体制づくり 

8 
 

１）総合的な相談ネットワークの構築 

障がい（身体・知的・精神など）の内容に関わらず、多様な案件に対応した相談が行

える総合的な相談体制の充実・強化を図るため、相談支援事業所ひかり、社会福祉協議

会や障がい者関連施設など、多分野にわたる総合的な相談ネットワークづくりを進めま

す。 

 

●総合福祉施設「としべつ」（平成 9 年開所） 

本町では、「今金町国保病院」に併設して、平成９年に総合福祉施設「としべつ」を

開所、今金町保健福祉課、社会福祉協議会が入所し、福祉全般の相談窓口として中心

的な役割を果たしています。 

 

●相談支援事業所ひかり（平成 20 年開設） 

「相談支援事業所ひかり」では、障がい者の生活不安などの様々な悩み、障がい福

祉サービス全般についての相談業務を行っています。 
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２）施設系サービス 

今金町内の障がい者支援施設と連携し、多様なサービスを展開していきます。 

 

●障がい者支援施設「ひかりの里」（昭和 49 年設立） 

「ひかりの里」において、各種障がい者支援サービスを提供しています。 

①施設入所支援 

②生活介護 

③短期入所（ショートステイ） 

④日中一時支援事業（今金町委託事業） 

●グループホーム 

  「ひかりホーム」「第２ひかりホーム」（平成 20 年設立） 

  「ケアホームなごみ」「ケアホームのどか」（平成 26 年設立） 

  「グループホームらいふ」（平成 30 年設立） 

 

３）通所系サービス 

障がいの程度に応じた、それぞれに対応する施設・サービスの提供先を町内に充実さ

せていきます。 

 

●多機能型事業所「ワークショップいまかね」（平成 12 年設立） 

社会福祉法人光の里の運営により、パン作り・しいたけ栽培など、非雇用型（B型）

の就労継続支援および生活介護を行うなど、各種障がい者支援を行っています。 

 

４）訪問系サービス 

在宅ヘルパーが障がい者のいる家庭を訪問し、食事や掃除などの各種家事サービスお

よび身体介護を行っています。 

介護のヘルパーが兼務している状況もあり、今後、障がい者を専門とするヘルパーを

増やしていき、サービスの質的向上を図っていくことが課題となっています。 

 

●今金町社会福祉協議会（障害福祉サービス事業所） 

今金町社会福祉協議会では「としべつ」内に社会福祉協議会及びヘルパー事業所を

設置し、居宅介護（ホームヘルプ）および重度訪問介護の訪問サービスを展開してい

ます。 
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（２）連携体制・拠点づくり  

地域ぐるみでの障がい福祉への取り組みを実現させるため、各種連携体制の構築と、

活動拠点づくりについて取り組んでいきます。 

 

１）各種連携体制の構築 

地域の住民、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自治会・町内会などによる福祉

活動の充実とネットワーク化を図ります。 

住民、事業者、ボランティア及び町・社会福祉協議会などの連携、協力により、地域

福祉活動を推進していきます。 

 

●今金町身体障害者福祉協会 

身体障がい者の福祉事業の推進のため、各種調査、研究、企画、連絡調整、身体障

がい者の社会参加を促進する事業に取り組んでいます。 

 

●精神障がい者回復者クラブ「ピュアサークル」 

保健所管轄の「社会福祉学級」の流れをくんだ自主組織として、せたな町のサポー

ターと共同で活動しています。 

サポーターと精神障がい者が週１回保健所に集まり、適宜、町の保健師や栄養士等

も参加しながら、レクリエーションやイベントの企画、研修旅行や料理教室を行って

います。 

 

●今金高等養護学校（平成 9 年開校） 

今金高等養護学校では、在学中の就労指導の他、学校を卒業して今金町で働き、暮

らしている生徒については、卒業後３年間は定期訪問を行ったり、雇用主からの相談

を受けるなどのサポートを行っています。 

 

●特別支援教育推進チーム 

多岐にわたる障がい者の相談内容に迅速かつ的確に対応できるよう、障がいや発達

に不安のある子どもに関わる特別支援教育推進チームや相談支援事業所など各関係機

関・各課との連携体制の確保を進めます。 
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２）活動拠点づくり 

①障がい者福祉に関わる地域拠点の面的整備 

グループホーム等の新設の際、短期入所や、体験入居の受け入れが可能な施設を併

設し、また、障がい者福祉に関する相談窓口と連携することで、障がい者福祉に関わ

る地域の面的拠点とします。 

 

②地域の様々な社会資源の有効活用 

町内各地域の様々な公共施設や空き店舗・空き施設など、障がい者やボランティア

が集まれる場所、活動拠点としての社会資源の有効活用を図ります。 

 

▲東部ふれあいホールを会場にした意見交換・交流会 
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（３）障がい者の教育と就労支援  

障害者総合支援法の理念「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し

安心して暮らすことのできる地域社会の実現」に向けて、障がい者の教育と就労支援に

取り組んでいきます。 

 

１）教育機関・発達支援 

①就学・教育相談体制の充実 

乳幼児期から就学期の障がいや発達に不安のある子どもに関わる特別支援教育推進

チーム等による関係各課や相談支援事業所などの関係機関との相談体制の充実、個別

の教育支援計画の作成により、円滑に引き継ぎできる体制の整備を図ります。 

 

②特別支援教育の推進 

今金町内の各小中学校では「特別支援学級」が設置されています。 

特別支援等を要する児童生徒に対し、個別の教育支援計画の作成など情報共有する

ことにより、継続的な支援の充実や特別支援教育に対する専門性の向上を図っていき

ます。 

 

③児童発達支援事業の充実 

「子ども発達支援センター」（きらきらクラブ）では、心身に障がいあるいは発達に

悩みや不安等のある乳児、幼児、児童、生徒に対して、個々の子どものニーズに沿っ

て保護者の意向を聞きながら早期に個別又は集団療育を行うことを基本に、個々の発

達段階における社会生活適応能力と基本的自立能力の促進を図り、経験を豊かにする

ための療育を行っています。 

※旧母子通園センター 

 

④今金高等養護学校における就労指導 

「今金高等養護学校」（平成 9 年開校）では、在学中、実地実習などを通じて卒業後

の就労に向けた指導を行っています。 
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２）地域における障がい者雇用 

障がい者の雇用については、障害者雇用率制度に基づき、「法定雇用率」が定められ、

一般の民間企業であれば２．０％を義務付けています。 

地域における働き手の不足が課題となっており、障がいの程度に応じて、働ける技能

を身につけ、働ける環境を見つけ、定着させていくということが求められています。 

 

●公的機関・施設等における障がい者の雇用の拡大 

今金町役場では、特別支援学校卒業生に対する「今金町就労支援事業」として、毎

年、障がい者の受け入れ（就業期間２年間）を行っています。就業期間を終えて以降

も、今金町で働き、暮らせるように、技能の習得等を指導していきます。 

 

●各種企業との連携 

今金商工会では、地域経済の再生をねらう「ソーシャルタウン・いまかね構想」の

実現に向け、障がい者の就労支援にも積極的に取り組んでいます。まちづくり会社「一

般社団法人ｉ・スマイル」が平成 29 年 4 月に発足しております。障がい者を雇用し

ている企業や商店等との更なる連携をし、雇用拡大を図ります。 

 

●今金町地域自立支援協議会 

就労への一貫した支援と総合的な相談支援の体制の確立を図るため、今金町地域自

立支援協議会機能の強化（就労支援部会の設置）を図り、相談支援事業所や雇用機関

などとの連携強化を図ります。 

 

●障がい者雇用事業者連絡会（平成 28 年設立） 

障がい者を雇用する事業者同士の定期的な意見交換の場として設立しました。年に

３～４回程度の会合の場を設け、課題の共有、ノウハウの共有を図っていきます。 

 

●今金町障がい者雇用促進事業 

町内の事業者が、新規に障がい者を通年雇用する際に、町から対象者１人につき、

月々の補助金（社会保険料等相当分）の交付を行います。 

 

●今金町障がい者自動車運転免許取得・改造費助成事業 

町内の障がい者が自らの負担で自動車運転免許を取得した際に、免許取得に要した

費用を、３分の２以内、１０万円を限度として町が負担します。 

また、町内の障がい者が就労や社会参加等に伴い、自動車の改造を必要とする際に、

要する費用の、１０分の１０以内、１０万円を限度として町が負担します。 
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第４章 各種障がい者福祉サービス・地域サービスの展開 

（１）情報・コミュニケーションのサポート  

 障がいに対する理解の促進や、日々のコミュニケーションのサポート、障がい福祉や

障がい者の就労促進に関する情報発信等を行います。 

 

１）障がい者が悩みごとを相談できる・相談しやすい環境づくり 

①相談支援事業所ひかりを中心とする相談体制の強化 

②障がい者同士が集まれる環境づくり 

障がい者の中でも比較的程度の軽い方は、地域の中で働き、暮らしています。その

ため、日々の仕事や暮らしの中で、さまざまな悩みごとを経験しています。今金町商

工会、高等養護学校等と連携し、そうした悩みごとなどを普段気軽に話せる職場環境、

あるいは、同じ悩みを抱える障がい者同士が集まれる場面づくりを進めます。 

２）コミュニケーション手段のサポート 

①コミュニケーション支援事業の実施 

町が実施主体となった地域生活支援事業として「コミュニケーション支援事業（手

話通訳等）」を実施します。 

 

②情報バリアフリー化の推進 

情報機器（パソコン）を使用するために必要となる周辺機器やソフトなどの購入に

要する費用について、その一部を助成する地域生活支援事業における「日常生活用具

給付事業」の普及を図ります。 

 

３）情報提供の充実 

①町広報紙、ホームページでの情報提供の充実 

町広報紙、ホームページ等を通じて、障がいに関する情報、障がい者やその家族に

対するサービス・制度等の情報を発信します。またその際、表示や内容など障がい者

へ配慮した情報提供を行います。 

 

②その他情報発信方法の検討 

小規模なレクリエーション行事や、交流イベントなどについて、地域の方に知って

もらい、足を運んでもらうための情報発信方法を検討します。 
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４）障がい者福祉に関する情報発信  

障がいに関する地域の理解を深めていただくため、また、障がいを持った方の家族が

者の就労機会を拡大するため、以下のような取り組みの充実を図ります。 

 

①生涯学習を通じた人権や障がい者問題の学習機会の充実 

障がい者を雇用する事業者や、障がい者本人、障がい者と日頃接する家族や地域の

方々にとって、障がいに伴う日々の困難や悩みについて、どのように一緒に向き合い、

乗り越えていくかということは非常に難しい問題です。 

そのため、必要に応じて各種専門職にも参加していただきながら、障がい者への支

援に必要な基本的な知識の普及促進のための意見交換、学習機会を定期的に設けます。 

 

▲身障者協会の勉強会の様子 

 

②啓発資料の収集・作成・配布 

「障がい」や「障がい者問題」に関する啓発資料の収集と作成、障害者手帳の制度

に関するパンフレットの配布等を行います。 

 

③障がい者関係団体による啓発活動の推進 

障がい者関係団体による主体的な住民への啓発活動を促進します。 

 

④障がい者と地域住民との交流の推進 

地域行事や各種事業など、様々な機会を活用した障がい者と地域住民との交流機会

の充実を図ります。 
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（２）くらしのサポート  

 買い物など、日常のくらしに必要な行動をサポートします。 

  

１）買い物支援等 

全国的な少子高齢化の傾向の中で、食品スーパーが移動販売、商品配達などを行う

事例が増えてきました。今金町の場合、住居が町全体に広く散在しているため、効率

の良い配達システムが課題となっています。 

町内事業者の取り組みについて情報共有を図りつつ、ニーズと課題の把握に努めま

す。 

 

２）移動支援・バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進 

今金町内の移動に関して、路線バスのカバー範囲を補完し、買い物や通院に関して支

援が必要です。 

 

①移動支援 

屋外での移動が困難な障がい者に自立した日常生活や社会参加を営むことができる

よう、地域生活支援事業に基づく「移動支援」事業によるサービス提供と体制強化を

図ります。 

町事業として、障がい者の質の高い社会参加を支援するため、「重度障がい者タクシ

ー料金助成事業」を実施します。 

また、障がい者の参加する地域活動等への参加を促進するためには、障がい者の交

通手段の更なる検討が必要です。 

 

②運転免許取得等支援 

前述の移動支援に関連し、「今金町障がい者自動車運転免許取得・改造費助成事業」

を通じて、自分で車を運転して通勤したい障がい者を支援します。 

 

③バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進 

今後新設・改築する公共施設、公園、観光施設等についてはユニバーサルデザイン

に配慮した設計とすると共に、障がい者の観点からみた歩行者動線の安全確保とバリ

アフリー化を図ります。 
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（３）保健・医療との連携  

①早期療育体制の充実 

3か月児健診、1 歳 6か月児健診、3 歳児健診、5 歳児健診など子どもの発達の節目

における健診を通じた障がいの早期発見、早期療育の実施や高等養護学校の支援によ

る「ことばの相談」を実施します。 

発達状態に応じた療育指導等個別指導や就学前施設や学童保育所での「育ちの支援

事業」などによるきめ細かな対応を行います。 

発達に不安や心配がある子どもに対し、子どもの発達に合わせた遊びや課題を中心

に療育を行い、成長を促すとともに、保護者への相談体制の充実を図ります。 

障がいの早期発見や継続的な観察、的確な情報伝達のため、保健、福祉、学校、各

関係機関等との連携を図ります。 

 

②健康診査などの適切な実施 

乳幼児の発達検査と保護者・家族の相談、日常生活指導の充実と必要に応じた関係

機関への紹介を行います。 

 

③生活習慣病の予防強化 

障がいの原因となる脳卒中や心臓病、糖尿病など生活習慣病の予防や早期発見のた

め、特定健康診査や各種検診等の受診率向上と診査結果に基づく保健指導・予防活動

の充実を図ります。また、健康増進事業と運動の習慣づけを推進している総合型地域

スポーツクラブいまかねとの連携により「すっきりサークル」などを通した運動教育・

健康づくりの充実を図ります。 

 

④家庭訪問による保健指導の充実 

障がいのために日常生活等に困難を感じている精神障がいのある人や重度の身体障

がいのある人に対する家庭訪問等による保健指導を行います。 

 

⑤精神保健福祉事業の推進 

・健康教育をはじめとする住民に対する心の健康の保持・増進のための啓発 

 

⑥健康の保持・増進への支援 

・特定健康診査や住民健診など基本健診の充実 

・各種検診の受診拡大と要指導者の事後指導の充実 

・脳血管疾患等の早期発見、重症化予防 

・訪問指導の充実 

・高齢障がいの人に対する地域支援事業（介護保険制度）を通じた介護予防の推進 
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（４）安全・安心のサポート  

 障がい者が直面する困難を想定し、地域における安全・安心のくらしをサポートしま

す。  

 

１）各種制度による生活支援 

①生活安定のための既存制度利用の促進 

住民税の控除や自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免などのほか、ＪＲ旅客・

バス・航空運賃、タクシー料金、有料道路料金、ＮＨＫ放送受信料などの「各種割引・

減免制度」の周知・普及を図ります。 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人の属する世

帯に対して、「生活福祉資金の貸付け」を行います。 

 

２）人権・虐待防止 

①人権や障がい者問題の学習機会の充実 

生涯学習を通じて、人権啓発や、障がい者問題に関する学習機会の充実を図ります。 

 

②虐待防止など人権に関する啓発の推進 

障がい者に対する虐待防止のための関係者に対する意識啓発、地域での取り組みに

関する啓発を図ります。 
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３）権利擁護 

①あんしんサポートセンター 

「あんしんサポートセンター」の取り組みを通じて、障がい者の権利擁護を行って

いきます。 

 

②権利擁護体制の確立 

成年後見制度の普及と利用促進を図るとともに、町における審判請求手続きなどを

実施します。 

 

③日常生活自立支援事業の推進 

知的障がいなど判断能力が十分でない人に対する権利擁護にかかる相談、福祉サー

ビスの利用援助、金銭管理サービスなどを行う「日常生活自立支援事業」を推進しま

す。 

 

４）地域防犯の推進 

①地域防犯体制の確立 

警察等より、障がい者を対象とした犯罪に関する情報提供をいただくなど、地域に

おける障がい者関連の犯罪を防止する対策・体制づくりに取り組みます。 

 

５）地域防災の推進 

①地域防災計画の推進 

「今金町地域防災計画」に基づく、障がい者に対する災害時の情報伝達、避難誘導

体制及び避難所における生活の困難性の軽減などに配慮した対策の充実を図ります。 

 

②緊急通信システムの充実 

災害及び緊急事故の発生時における緊急通報体制の充実と迅速・的確な活動のため

の体制づくりと関係機関との連携強化を図ります。 

 

③地域防災体制の確立 

「災害時における要配慮者支援のためのガイドライン」に基づく災害時要援護者へ

の安否確認体制の確立と障がい者など要援護者の把握。 
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（５）生涯学習・スポーツ・レクリエーション等の充実  

 障がい者が地域において、交流を深め、学びや、健康増進を図りながら、豊かに暮ら

していけるように、様々な取り組みを地域と協働で行っていきます。  

 

１）地域との交流の充実 

障がい者の社会参加を促すため、障がい者と健常者が共に取り組めるプログラムの企

画など生涯学習機会の充実や障がい者や障がい者施設・団体と地域住民との交流機会の

拡大。 

・地域の祭りへの参加促進 

 （例：今金高等養護学校生徒、社会福祉法人光の里利用者の地域の祭りへの参加） 

・町内会行事への参加促進 

 （例：ワークショップいまかねによる各種イベントへの出店） 

・各種団体の交流会 

 （例：身体障害者福祉協会と他の障がい団体との交流会） 

 

２）生涯学習機会の充実 

障がい者の学習ニーズに対応した図書室の整備や各種学習情報の提供や相談体制の

充実を図ります。 
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３）スポーツ・レクリエーション活動の充実 

総合型地域スポーツクラブいまかねや健康増進事業での各種運動教室などの連携を

含め、スポーツ・レクリエーションに関する情報の効果的な提供や大会参加支援などを

実施します。 

障がい者団体が行うレクリエーション活動の充実と、障がい者の運動不足やストレス

解消、健康増進のためのレクリエーション活動の充実を図ります。 

・パークゴルフ大会 

・ラジオ体操 

・バス旅行（手をつなぐ育成会、ピュアサークル） 

・レクリエーション大会、収穫祭（光の里） 

 

  

▲障がい者にも楽しめるよう工夫されたレクリエーション（シャッフルボード） 

 

４）文化・芸術活動の充実 

町内会主催などによりカラオケ大会など、気軽に楽しめる文化活動を実施する他、お

互いに学びあえる文化・芸術活動を企画・実施していきます。 
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第５章 人材育成・障がい者の就労・地域の活力づくり 

 第４章で記載したように、障がい者福祉に関連した官民のさまざまなサービスを今後充

実させていくためには、福祉に携わる人材の充実、地域就労者のための環境整備、そして

活力ある地域づくりに向けた取り組みが必要です。 

 

（１）福祉サービス従事者・ボランティアの育成  

 一般に福祉というと、近年では、高齢者福祉のことをイメージしやすく、障がい者福

祉については、まだまだ馴染みが薄い状況となっています。 

 地域に住んでいる、有資格者や知識・経験を有する住民の活用など、福祉人材の確保

を図ります。  

 

１）福祉従事者の技能向上 

①スキルアップ講習会等の開催協力 

光の里など、地域との共催により、年に１回程度、町外の学識者・有識者を招聘し、

障がい者福祉に関する講習会を開催し、他地域の事例などを学ぶことで、町内の福祉

従事者の日々の業務における課題等の解消につながる糸口とし、また見識を広げてス

キルアップにつなげます。 

 

②介護人材育成支援事業 

介護職員初任者研修の資格取得の助成をし、介護サービスを担う人材の確保・育成

をします。 

 

２）ボランティア活動への理解の浸透 

①ボランティア活動に関する情報提供の充実 

町や社会福祉協議会の広報など多様な媒体を活用したボランティア活動に関する住

民への情報提供の充実を図ります。 

 

②住民各層のボランティア活動への参加促進 

住民各層のボランティア活動への参加を図るためのボランティア養成講座やボラン

ティア体験の機会の充実を図ります。 
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３）ボランティアの育成  

①ボランティアに関わる制度・体制の検討 

ボランティアセンターの設立、人材バンク登録制度、認証制度などを検討します。 

 

②ボランティアの育成・支援 

今後、特に支援が求められる知的障がいや精神障がいのある方の支援のためのボラ

ンティアの育成・支援を検討します。 

 

③障がい者のボランティア活動への参加促進 

障がい者自らが同じ立場で障がい者を支援することのできるボランティア活動の体

制づくりを検討します。 

 

４）継続的な人材募集と環境づくり 

①身近な声かけ 

各自の人脈を活かして、声かけを行います。 

 

②就職説明会への参加 

福祉系大学、短大、専門学校の学生に対する就職説明会などに参加します。 

学生の就職先として、今金町を選んでもらえるような PRをします。 
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（２）障がい者の働きやすい環境づくり  

今金町において、現在直面している労働力不足の解消を図る上でも、障がい者が働け

る環境づくりを進めていきます。 

 

１）実地学習の受け入れ先拡大 

そのためにも、双方の経験値を高めるため、高等養護学校の実地学習の受け入れ先拡

大と、安定的な信頼関係の構築に向けて取り組みます。 

 

①行政機関への受け入れ 

今金町ではとしべつや教育委員会など、各部局で実地学習を受け入れ、その後の採

用にもつながっていることから、今後も継続して受け入れ体制の環境を図ります。 

 

②農福連携の推進 

高等養護学校の実地学習の受け入れを通じて、今金町の基幹産業の１つである農業

との連携を推進します。 

 

③受け入れ先業種の拡大 

さらに町内において、多様な業種での受け入れ拡大を目指し、取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲実地学習受け入れ事例(今金町商工会制作パンフレットより) 

２）障がい者雇用に関する各種支援 

①今金町就労支援事業 

北海道今金高等養護学校卒業生の就労支援を目的とした「特別支援学校卒業生に対

する今金町就労支援事業」の継続実施を図っていきます。 

 

②その他 

「障がい者雇用促進事業」を推進します。 
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３）多様な雇用の確保 

在宅ワークなど障がいの内容や程度に合わせた多様で総合的な就労支援策を展開し

ていきます。 

 

表．就労形態と今金町内の受け入れ事業者 

就労形態 詳細 町内事業者 

①一般就労 通常の事業所に雇用契約を結んで就労します。 

 

町内各事業者 

 

 

 

②就労継続支援 A

型 

一般就労（通常の事業所に雇用されること）が困難な障

がい者であっても、適切な支援があれば働けるという方

について、雇用契約を結び、就労しながら、必要な知識

と能力の向上を図る訓練などを行います。 

町内になし 

③就労継続支援 B

型 

雇用契約を結ばず、生産活動の機会の提供など就労に必

要な知識や能力の向上のための訓練を行う事業所です。

労働に対する報酬を得ることができます。 

ワークショップ

いまかね 

 

現状では、A型の就労については、今金町内に事業所がなく、江差町など、町外の

事業所へ行くことになります。町内における A型事業所の創出が課題です。 

 

●障がい者の雇用拡大のための事業所及び職親会との連携の推進や 

   地域の産業特性を生かした雇用創出と仕組みづくり 

 ・公共職業安定所や、産業団体等との連携による知的障がいや精神障がいを含めた

障がい者の雇用拡大のための事業主や従業員への啓発の推進を図るとともに、新

規事業化を含めた新たな雇用の場の創出についての検討 

 ・職親会の活動についての支援や連携の推進 

 ・今金町地域自立支援協議会の就労支援部会を中心に、産業団体や関係機関等との

連携を図りながら、地域の産業特性を生かした雇用創出と仕組みづくりについて

の検討。 

 

４）高と障の強みを生かす 

町内における労働力確保の観点から見ると、障がい者の得意・不得意を理解した上で、

高齢者と一緒になって働くことにより、お互いの強みを生かすことができ、生産性の向

上につなげることが期待されます。 
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（３）就労者の地域定着に向けた住環境等の整備  

障がい者が今金町で働き、暮らし続けることのできる環境を整備します。 

 

１）住環境の整備 

就労支援の一環として、住宅やグループホームなど、就労の場と生活の場を一体とし

て確保し、障がい者が町内において安心して生活できる環境づくりを進めます。 

 

①就労と生活（暮らし）の両面の一体的な確保 

就労支援の一環として、住宅やグループホームなど生活の場を確保し、障がい者が

継続して安心して生活できる環境づくりに向けて支援します。 

 

②一般住宅の確保の支援 

相談支援事業所を活用しながら民間借家などの一般住宅への入居希望に応じた住宅

の確保を図ります。 

 

③住宅改修の支援 

地域生活支援事業として、障がい者が暮らしやすいよう住宅改修にあたっての相談

の充実、費用負担への支援を行います。 
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（４）地域の活力づくり  

福祉以外の分野とも連携し、町全体で取り組みます。 

 

１）レクリエーション空間の創出 

①レクリエーション空間の創出 

今金町内において、障がい者の受け入れ環境の充実、障がい者に対応したレクリエ

ーション空間の創出を図ります。 

 

②近隣エリアとの連携 

バリアフリー対応の新造船が導入された奥尻フェリー航路など、近隣エリアの動向

に注視しつつ、圏域の連携によるユニバーサルツーリズムの展開に取り組みます。 

 

２）地域企業等と連携した雇用創出 

地場産品である「男爵いも」「原木しいたけ」等を生かした商品展開や各企業等の新

たな雇用産出による障がい者を含めた地域の雇用創出と連携します。 

 

３）働きやすく、暮らしやすい環境づくり 

町全体の長期的取り組みとして、町のコンパクトシティ化を推進し、限られた人材、

地域財政の中で、効率の良い投資を行い、障がい者の働きやすい環境づくりに地域とし

て取り組みます。 

また障がい者に限らず、就労者が今金町に定着し、働きつづけることができる環境づ

くりとして、アフター５（日々の余暇）の充実など、地域協働によるまちづくりを必要

とする課題のために、継続的な意見交換の場を設けます。
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第６章 参考資料 

（１）町内の障がい者の現状  

１）身体障がい者について 

手帳所持者から見た町内の身体障がい者は平成２８年度で５３９人で、うち１級が１

３２人などとなっています。部位別に見ると、肢体不自由者が３５１人と最も多く、つ

いで内部障害が１２０人となっています。 

 

表．身体障がい者手帳所持者数（階級別） 

（単位：人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

1級 117 114 124 130 132

2級 81 79 76 79 77

3級 95 99 103 98 98

4級 153 160 159 157 158

5級 48 45 46 45 45

6級 30 28 28 29 29

総数 524 525 536 538 539

注：各年度3月末  

 

表．身体障がい者手帳所持者数（部位別） 

（単位：人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

視覚障害 28 29 28 25 25

聴覚障害 44 43 41 42 43

平衝機能障害 1 1 1 0 0

音声・言語障害 0 0 0 0 0

肢体不自由 356 359 360 359 351

内部障害 95 93 106 112 120

総数 524 525 536 538 539

注：各年度3月末  
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２）知的障がい者について 

手帳所持者から見た町内の知的障がい者は平成２８年度で A級が４５人、B級が９

３人で、総数１３８人となっています。近年、新たに療育手帳を取得する人が増えてき

ている状況です。 

 

表．療育手帳所持者数（等級別） 

（単位：人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

A 45 44 45 46 45

B 76 78 83 89 93

総数 121 122 128 135 138

注：各年度3月末  

 

３）精神障がい者について 

手帳所持者から見た町内の精神障がい者は平成２８年度で１級が３人、２級が１８人、

３級が５人となっています。また精神通院が１０７人で、総数は１３３人となっていま

す。通院者は年々増加しています。 

 

表．精神障害者手帳所持者数及び精神通院者数 

（単位：人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

1級 5 5 4 4 3

2級 15 14 18 15 18

3級 1 1 1 3 5

通院 79 79 86 96 107

総数 100 99 109 118 133

注：各年度3月末  
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（２）関連法制度と参考 URL  

１）障がい者福祉関連 

障害者基本法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発達障害者 

支援法 

 

 

 

 

 

平成５年の改定で、精神障害のある方を障がい者として位置づけ

た。 

（障害者基本計画等） 

第十一条  政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための

施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に

関する基本的な計画（以下「障害者基本計画」という。）を策定し

なければならない。 

２  都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都

道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障

害者のための施策に関する基本的な計画（以下「都道府県障害者計

画」という。）を策定しなければならない。 

３  市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本と

するとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該

市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下

「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

＊以下略 

 

 

発達障がい児、発達障がい者の地域における一貫した支援を行うこ

とを目的として、平成１６年１２月に策定され、平成１７年度から

施行された。 

（定義） 

第二条  この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペル

ガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障

害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年

齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 

２  この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者で

あって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制

限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十

八歳未満のものをいう。  

＊以下略 
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（３）用語  

  

ノーマライ 

ゼーション 

 

 

インクルー 

ジョン 

 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサル 

ツーリズム 

 

 

 

 

６次産業化 

 

 

 

 

障がい者を社会から逸脱している人と捉える発想から脱却し、社会

の中で、障がいのない人と一緒に暮らせる環境づくりを目指すこと

をノーマライゼーションといいます。 

 

障がい者だけでなく、高齢者や外国人など、すべての人が、共に学

び、共に働き、共に暮らせる社会環境づくりを進めることをインク

ルージョンといいます。 

 

インクルージョンでは、物理的な場所を共有することに加え、それ

ぞれの個別ニーズへの支援を保障することと、それぞれが自分の地

位・役割をもって、社会の中で関係性をつくれることを重視してい

ます。 

 

障がい者も含め、誰もが安心して楽しめる旅行ユニバーサルツーリ

ズムと名付け、そのための環境づくりとして、地域の受入体制を強

化した上で、旅行商品の造成・普及のための取組を実施することが

求められています。 

 

 

１次産業の充実した地方部において、さらに域内の経済効果を増大

させ、雇用を創出するため、付加価値の高い商品の開発と、販売体

制の充実を図ることを６次産業化といいます。 

１次産業（農業や畜産など、基本的な食料生産） 

２次産業（食品加工や製造業など、商品化） 

３次産業（商品やサービスの提供・販売） 

１×２×３＝６次産業 
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（４）策定委員会名簿  

 
 



第６章 参考資料 

33 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今金町 第３期 障がい者計画 

 

障がい者と共に歩むまちづくり 

 

平成３０年１月（素案） 

今金町 

 

 

 

 


